
 
 

第4章 施策の検討 

4-1 新規主要事業抽出の基本的考え方 

 
基本的な考え方１：ネットワークの機能を高める 

・ 道路の主な機能の一つとして、ネットワークとしての機能がある。道路がネットワーク化され

ることで、地域の経済や生活における様々な機能が高まることとなる。 
・ 石垣島内においては、現在事業中の石垣空港線が供用されることにより、石垣島内の骨格とな

るネットワークがおおむね形成されることになる。 
・ しかしながら、空港跡地の有効活用、島内の交流、防災といった観点からも、引き続きネット

ワークの機能強化につながる施策を、優先的に展開することが必要とされている。 
 
 

基本的な考え方２：道路がもつ多様な機能を効果的に活用する 

・ 道路は、自動車の交通機能にとどまらず、歩行者・自転車等も含めた多様な交通手段の交通機

能、防災空間や生活環境空間等の空間機能、地域開発の基盤整備につながる土地利用誘導機能

など、多様な機能を有している。 
・ このことからも、施策を展開するにあたり、本計画で定めた各方針を個別に考えるのではな

く、各方針を横断的にとらえ、道路がもつ多様な機能を効果的に活用するとともに、様々な分

野の施策と連携を高めていくことが必要とされている。 
 
 
基本的な考え方３：先導的な取り組みに挑戦する 

・ 石垣は、日本最南端の都市として、観光立県である沖縄県のなかでも国内外の知名度が非常に

高い地域であるとともに、離島が持つクローズドな地理的特性からも、様々な取り組みの PR
やモデル地区として非常に適した地域である。 

・ この知名度や地理的特性を生かし、新しい道路の考え方・使い方等に挑戦することが求められ

ている。このことは、沖縄県全体の道路整備の質を高めることにつながるものと期待される。 
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4-2 新規主要事業について 

前章で設定した 4 つの基本方針と各方針の施策群、前述の事業展開の基本的な考え方を踏まえ、以下の考えに該当する事業を新規主要事業（一部パッケージ化）として提案する。 
  

①  
 

 

民間活力を活用した魅力空間創出事業 
民間資金を活用した道路維持管理、民間や地域住民と連携した自転車利便

施設の整備・運営、陸上交通の新たな拠点の整備・運営 等 
 

本事業は、観光の経済活動から派生する民間資金を活用して、

行政の財政負担を抑えるとともに、地域住民・観光客に対して

のサービス向上や、観光地としてふさわしい道路空間を提供す

るために、持続可能な施設整備・運営維持を行う。 

 
 
 
○ 

 
 
◎ 

自転車空間ネットワーク整備事業 
自転車専用空間整備、自転車走行レーンの整備、自転車周遊空間整備、自転

車利便増進施設、生活道路部の自転車走行空間整備、駐輪施設整備 等 

市街地部においては、日常の生活者や市街地の観光周遊の視

点、郊外部においては、観光周遊自転車ネットワークやサイク

ルスポーツイベントでの活用などの視点から、今後の沖縄のみ

ならず観光地における自転車走行空間整備のモデルとなる事

業を行う。 

 
 
 
○ 

 
 

◎ 

自動車以外の多様な機能を強化し、道路空間の魅力を高める 

相互に連携を図り、人中心の交通体系を構築する 

住民の暮らしの質を高め、来訪者をもてなす石垣らしい道路空間の創出に先導的に取り組む 

ネットワーク機能を高め、様々な施策との連携を高める 

豊かな自然環境と調和した道路で楽しむ 

平久保半島エコロード整備事業 
エコロード整備（自然環境調和・観光振興支援型道路）、遊歩道・散策路

整備、案内板・ガイドマップ設置、観光ツアー等の検討・実施 等 
 
 

平久保半島の豊かな自然環境や貴重な動植物、歴史・文化資源、

景観資源を生かし、自然環境調和・観光振興支援型の道路整備

として、国内外に取り組みを発信する新しい道路整備のモデル

となる事業を目指す。 

 
 
 
○ 

 
 

◎ 

●災害に強く信頼性の高い道路 
①台風及び今後発生する可能性のある明和クラスの大津波な

どの災害時において、緊急避難や救急医療に対応できる道路

ネットワークの形成 

②災害時の避難経路の確保や防災拠点機能としても活用でき

る道路空間 

●安全な暮らしを確保する道路 
①幹線道路の交通事故防止対策や生活道路の面的な交通安全

対策 

②地域のニーズに対応した安全で質の高い道路の維持確保 

方針１： 

歴史・自然・景観

等を活かした魅

力ある 

“島のみちづくり” 

方針２： 

身近な生活を支

える 

“島のみちづくり” 

方針３： 

安全・安心を支え

る 

“島のみちづくり“ 

方針４： 

交流を支える 

“島のみちづくり” 

●美しい景観や豊かな環境と調和した道路 
①日本の最南西端の豊かな自然や固有の文化と調和した景観

づくり 

②石垣島の豊かな自然と貴重な動植物の保全に配慮した道路

整備 

●地域の活性化につながる賑わい空間を創出する道路 
①市街地部の街路や郊外部の道路と一体となった魅力ある空

間を整備するとともに、地域における賑わいの場となる道路

空間の整備 

②様々なイベントでの活用や先導的な取組と連携した道路空

間の整備及び運用 

●生活の基盤を支える道路 
①市街地部における日常的な歩行者、自転車等の移動空間の整

備を進めるとともに、歩行空間のバリアフリー化や無電柱

化、通学路の整備等、関連する施策 

②誰でも安全で快適に公共交通機関を利用できるよう、バス停

上屋やベンチ、バス停周辺の歩道の整備 

●生活の質を高める道路 
道路を利用する全ての人の生活の質が高まるよう、快適性を向

上させる施策 

●地域交流や経済活動を支援する道路 
①新石垣空港と周辺離島を結ぶ石垣港へのアクセス性の向上 

②地域産業の支援や観光資源、施設等へのアクセス性や周遊性

を高める道路網の整備 

③長期未着手である都市計画道路の整備、利用用途に応じた道

路網の拡充・整理 

●環境の変化に対応できる道路 
①石垣空港跡地における新たなまちづくりと連携した道路網

の整備 

②観光需要増加に伴う、レンタカー交通に配慮した道路網およ

び道路空間の整備 

方針 具体的施策 

 
◎ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

石垣港伊原間線整備事業 
郊外部の BP 整備、市街地部の電線地中化 

第二次緊急輸送道路に位置付けられている石垣港伊原間線に

ついて、市街地と川平方面を結ぶ放射路線としての機能強化

（緊急時のネットワークの代替え機能、空間機能）を図る。 
 

 
◎ 

 
○ 

跡地横断道路整備事業 
跡地内幹線道路の整備、周辺市街地の道路との交差点整備 

周辺市街地の道路ネットワークとの一体性・連続性を高めると

ともに、市街地部の環状道路としての機能や防災機能を向上さ

せる。 
 

歩行者空間ネットワーク整備事業 
歩道設置・拡幅整備、バリアフリーネットワーク改修・整備、歩車共存道

路・コミュニティ道路整備、生活道路部ゾーン対策、シェアード・スペー

ス的空間整備、公共交通待合空間整備 等 

市街地部においては、歩行者空間の確保や高齢化社会への対応

等の視点から拡幅整備等を行うとともに、沿線の生活道路にお

いても安全な歩行空間の整備を行う。特に美崎町周辺において

は、道路空間の魅力を高め、今後の観光地における歩行者空間

整備のモデルとなる事業を行う。 

 
 
 

○ 

 
 

◎ 

 
◎ 

 
○ 

新川白保線改良事業 
交差点改良、線形改良 

石垣島内において、幹線横断軸が構築されていないことから、

新川白保線を対象に、主幹線道路としての機能を高める整備を

行う。 
 

 
○ 

 
○ 

局部改良関連事業 
交通安全対策、変則・危険交差点の改良 

市街地部及び郊外部の道路を対象に、交通安全対策、局所的な

交差点改良、線形改良等を行い、ネットワーク全体の安全性・

走行性を高めることを目的とする。 
 

設定の考え方 
新規主要事業 事業目的 

NW 多様 先導 

 
◎ 

 
○ 

市街地道路ネットワーク再構築事業 
主道路・従道路の整理、交差点改良、通過交通抑制（歩道整備） 

市街地部の道路を対象に、市街地内の円滑性・安全性を高める

ことを目的として、主道路・従道路を明確にし、使いやすく・

わかりやすい市街地部の道路ネットワークの再構築を行う。 
 

○ 

都市計画道路横 4 号線整備事業 
拡幅整備、ポケットパーク整備、変則交差点の改良、無電柱化 

市街地部の中心を横断する幹線街路として横 4 号線の県道格上

げを行い、幹線街路としてふさわしい多様な機能と周辺環境と

一体となった空間の整備を行う。 
 

○ 

方針 5： 

新技術を活用し

た発信力のある

“島のみちづくり” 

●計画・整備・維持管理の効率化・最適化が図られた道

路 
①ビッグデータ等の収集・分析を行い、道路利用の効率化や人流

の適正化に向けた取組を推進 

●シームレスな交通環境を実現する道路 
①シームレスな交通システム（自動運転等）や島しょ型 MaaS

等の技術開発の実施に向けた道路環境の整備 

②シェアサイクルまたは、電動キックボード、小型モビリティ

等の端末交通の導入の検討・整備 
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4-3 新規主要事業の概要について 

（1）新規主要事業の抽出 

新規事業は、前頁で抽出した以下の 9 事業とし、事業概要を次頁以降に示す。 

番号 新規事業名（仮称） 

1  市街地道路ネットワーク再構築事業 

2  郊外道路ネットワーク強化事業 

3  跡地横断道路整備事業 

4  局部改良関連事業 

5  歩行者空間ネットワーク整備事業 

6  自転車空間ネットワーク整備事業 

7  平久保半島エコロード整備事業 

8  民間活力を活用した魅力空間創出事業 

9 新技術を推進する道路環境整備事業 

 
（2）新規主要事業の実施スケジュール（案） 

島内における骨格的な道路となる石垣空港線（事業中）を含め、各事業の実施スケジュールは以
下のとおり想定している。（破線矢印は関連性の高い事業を示す） 

 

新規事業名 
短・中期 

（概ね 5～10 年） 
構想 主な事業主体 

（参考） 
石垣空港線整備事業 

 
  沖縄県 

市街地道路ネットワーク 
再構築事業 

 
  

 沖縄県 

 
  

 沖縄県 

  
 沖縄県・石垣市 

郊外道路ネットワーク 
強化事業 

 
 

 沖縄県 

  
 

沖縄県 

跡地横断道路整備事業  
 

 石垣市 

局部改良関連事業  
 

 沖縄県・石垣市 

歩行者空間ネットワーク 
整備事業 

   石垣市・沖縄県 

自転車空間ネットワーク 
整備事業 

 
 

 石垣市・沖縄県・民間 

平久保半島エコロード 
整備事業 

 
  石垣市・民間 

民間活力を活用した 
魅力空間創出事業 

 
  石垣市・沖縄県・民間 

新技術を推進する 

道路環境整備事業 
   石垣市・沖縄県・民間 

都市計画道路横 4号線 

石垣港伊原間線関連 

石垣浅田線 国道 390 号関連 

新川白保線 

石垣港伊原間線 
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(1)  背景、目的 

 

(2)  現状 

 
 

 

  

石
垣
浅
田
線

富
野
大
川
線

石
垣
空
港
線

国道390号

石
垣
港
伊
原
間
線

市
道
横
4号

線

石
垣
浅
田
線

富
野
大
川
線

石
垣
空
港
線

国道390号

石
垣
港
伊
原
間
線

市
道
横
4号

線

④一方通行の未
整備区間が存在

②海側に整備された広幅員の
市道により、交通量が減少

⑦整備済みの市道
に信号が未設置

①長期未着手の都
市計画道路が存在

⑥未整備の市道に
通過交通が流入

⑤歩道の未整備
区間が存在

一般国道
主要地方道
一般県道
主な市道

市
道

10
号

線

③緊急輸送道路に指定さ
れているが未無電柱化

・ 市街地部の道路を対象に、幹線街路の拡幅整備や既存道路の幅員再構築を行い、主道路と従道 

路を整理することにより、市街地における道路ネットワークの円滑性と安全性を高める。 

① 都市計画道路横４号線は、幹線街路として都市計画決定されているが、当該路線の市道区間は

未整備のため、歩道の連続性や安全性が確保されていない。 

② 石垣港伊原間線は、整備済みであるが、海側に整備された市道美崎町新栄通りの方が広幅員で

あるため、幹線道路としての役割が低下している。 

③ 市道美崎町新栄通りは、緊急輸送道路に指定されているものの、電線地中化が行われておら

ず、災害時の道路空間確保が課題とされている。 

④ 石垣浅田線は、一方通行の未整備区間が存在することにより、幹線道路のネットワークが不完

全で、目的地までの案内誘導に支障を来しているが、並行する市道縦 10号線が整備済みであ

るので、その機能を代替している。 

⑤ 国道 390 号(現道)は、市道横４号線から登野城(南)交差点までの区間が未整備であるが、海側

にバイパスを整備済みであり、幹線道路としての機能は確保されている。 

⑥ 市道横３号線は、幅員が狭く歩道の無い生活道路であるが、多くの通過交通が流入している。 

⑦ 市道縦１号線は、整備済みであるが、信号の設置されていない交差点が存在するため、交通事

故の危険性が指摘されている。 

新規事業１ 市街地道路ネットワーク再構築事業 
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(4) 事業計画図（事業箇所図） 
■道路移管および路線認定の考え方 

 
■都市計画道路横 4 号線・石垣港伊原間線関連 

 

石
垣

浅
田
線

石
垣

浅
田
線

富
野
大
川
線

富
野
大
川
線

石
垣
空
港
線

石
垣
空
港
線

国道390号国道390号

石
垣
港
伊
原
間
線

石
垣
港
伊
原
間
線

市
道
美
崎
新
栄
通
り

市
道
美
崎
新
栄
通
り

市
道
横
4号

線

市
道
横
4号

線

市
道
縦
10
号
線

市
道
縦
10
号
線

凡 例

  県 ⇒ 市

  路線変更

  市 ⇒ 県

ａ市道横4号線
　　市道横4号線とその前後の石垣港伊原間線及び国道390号（現道）の区
   域を、石垣空港線として路線認定する想定
ｂ石垣港伊原間線
　　起点から市道横4号線までの区間を市に移管し、市道美崎新栄通りを
   石垣港伊原間線として県道に昇格
ｃ石垣浅田線
　　起点から市道縦10号線交差点までの区間を市に移管し、市道縦10号線
   を石垣浅田線として県道に昇格
ｄ国道390号
　　730交差点から文館前交差点までの区間は富野大川線の区域に編入し、
   文館前交差点から市道横4号線交差点までの区間を市に移管

電線地中化・拡幅整備区間（県）

電線地中化区間（県）

電線地中化・幅員再構築区間（県）

電線地中化区間（市）

ラウンドアバウト化

交差点改良箇所

都市計画道路横4号線

石垣港伊原間線

① 

② 
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■石垣浅田線・国道 390号関連 

 
 

 

一般国道

主要地方道

一般県道

主な市道

信号機設置箇所

押しボタン式信号機

凡　例

一般国道

主要地方道

一般県道

主な市道

信号機設置箇所

押しボタン式信号機

信号機撤去箇所（案）

信号機追加箇所（案）

交差点改良箇所（案）

通過交通抑制箇所（案）

凡　例
⑦ 

⑨ 

現況 

計画 

⑥ 

③ 

⑧ 

④ 

⑤ 

⑤ 
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■交差点改良イメージ①           ■交差点改良イメージ② 

      

■横 4 号線拡幅整備イメージ         ■石垣港伊原間線電線地中化イメージ 

     

■交差点改良イメージ③          ■通過交通抑制イメージ④ 

           

■交差点改良イメージ⑥          ■通過交通抑制イメージ⑧  
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 (1)  背景、目的 

 

(2)  現状 

 

(3) 対策内容 

 
 

・ 石垣島内の郊外部の道路を対象に、防災機能の強化、横断幹線軸の構築など、幹線道路として

の機能を高める整備を行う。 

【石垣港伊原間線】 

・ 当該路線の沿岸部は、台風時の高潮等で道路が冠水し、通行が困難となる可能性がある。 

・ 沖縄県が想定している高潮浸水予測図においても、沿岸部の全区間において、石垣港伊原間線

が浸水することが予測されている。 

【新川白保線】 

・ 当該路線において、交差角が小さい等により、安全性の低い交差点が存在する。 

・ 当該路線は、交通流に右左折が生じる変則路線、かつ前後の線形要素と比べて曲線半径が小さ

い区間の存在等により、走行性が低いことから、その他の市道等に通過交通が流入している。 

【事業を構成する施策及び内容】 

路線 施策 内容 
事業

主体 

石
垣
港 

伊
原
間
線 

BP 整備 

・緊急時（主に高潮等）の代替経路を確保するため、石垣港伊原間線の BP

として整備を行う。 

・整備区間は、崎枝から石垣浅田線または新川白保線までを想定してお

り、高潮等の浸水エリアを避けるルートとする。 

県 

新
川
白
保
線 

交差点改良 
・主道路の交通流に右左折が生じる箇所において、交通流を直線化す

る交差点改良等を行う。 
県 

線形改良① 

・主道路の交通流に右左折を生じさせている区間を対象に、線形改良等を

行う。 

 

県 

線形改良② 

・設計速度 50km/h を満足しない箇所を対象に、線形改良等を行う。 

 

県 

 

新規事業２  郊外道路ネットワーク強化事業 
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(1) 背景、目的 

 
(2) 現状 

 

 

 
図 都市構造再編の方向性のイメージ図 

 
(3) 対策内容 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 周辺市街地の道路ネットワークとの一体性・連続性を高めるとともに、市街地部の環状道路と

しての機能や防災機能を向上させる。 

・ 空港跡地で市街地の道路ネットワークが分断されている 

・ 空港跡地利用を進めるにあたり、縦断軸である石垣空港線（事業中）に加えて、骨格的な横断

軸の構築が必要とされている 

・ 明和クラスの津波が発生した場合は、市街地部の道路ネットワークが寸断するため、環状道路

の形成が必要とされている。 

新規事業３  跡地横断道路整備事業 

【事業を構成する施策及び内容】 

 

施策 内容 事業主体 

跡地内幹線

道路の整備 

・跡地内に構築される横断幹線道路を対象に、幹線的な機能を確保でき

るよう整備を行う。 
市 

既存道路との

交差点整備 

・国道 390 号等の既存道路との接続にあたり、右折帯設置や流末処理等

に配慮した交差点整備を行う。 
市 
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(4) 事業計画図（事業箇所図） 

 
(5) スケジュール 

 

(6)今後の取組内容 

施策 課題 

旧空港跡地線 ◎：新庁舎完成に併せ、市道慶田山線側から通行整備を行う。 

真栄里南大浜線 ◎：空港跡地利用計画等の検討、計画進捗と併せ路線整備等の調整を行う。 

路線名 

事業目標期間 
事業 
主体 

進捗状況 
実施済 

短・中期 
（概ね 5～10 年） 

構想 

旧
空
港
跡
地
線 

タナドー線 
～空港線 

   

市 

R8 概略設計 

空港線 
～慶田山線 

   R4 暫定供用 

慶田山線 
～R390 

 
 

 R7 詳細設計 

真
栄
里
南
大

浜
線 

タナドー線 
～空港線 

   

市 

R4 都市計画決定予定 
2024 以降着手予定 

空港線 
～R390 

   
R4 都市計画決定予定 
2024 以降着手予定 

概略設計 
詳細設計 

詳細設計 

真栄里南大浜線 

（仮称）旧空港跡地線 

用地取得、施工 

概略設計 
詳細設計 

用地取得、施工 

都市計画決定 
用地取得、施工 

都市計画決定 
用地取得、施工 

◆：県（道）、◇：県（維）、◎：市 
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